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陸上交通との違い

えいこう

いかり



１.海難事故
①海難事故の約80％が、岸から３海里以内３海里以内の水域で発生している。
②事故原因の大半が、見張り不十分や機関取扱い不良などの人為的ミス人為的ミスである。
③初心者より、免許取得後１０年以上のベテランの事故が多い。
④ライフジャケット着用時の海中転落者の生存率は80％に近い。

えり

１.定置網
　 えり

３.地引き網
２.底引き網 2隻が対になって操業している場合は、あいだに入らないように注意する。

ていちあみ
①魚群の回遊する水域に比較的長期間にわたって設置される。
②陸岸から沖合に向かって一直線に
　えりは浅いところに竹竿等で設置される。

浮きブイ浮きブイが設置される場合が多い。

観光地において、観光を目的として行われる場合がある。

５.巻き網

４.底刺し網 ①発泡スチロール片やペットボトル等発泡スチロール片やペットボトル等をブイのかわりに使用することが多い。
②毎日、仕掛ける場所が変わる。
漁船が急に針路を変える急に針路を変える。

たこつぼ

６.引き縄 漁船の後方を十分離れて航過する。
７.養殖漁業 岸に近い浅いところ岸に近い浅いところに設置される場合が多い。漁業組合に問合せれば設置場所がわかる。

いかだといかだの間にはロープやワイヤーがあることが多い。
８.はえ縄 総延長数キロに及ぶものまである。毎日、仕掛ける場所が変わる。近海、遠洋漁業

地引き網漁業

たこつぼ漁法

まき網漁業

定置網漁業

引き縄漁業

海苔養殖

底引き網漁業

はえ縄漁業底刺し網

養殖いかだ
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９.潜水漁業 ひとりで操業することが多いので、操業中は船上に誰もいない場合がある。

潜水漁業

Ａ旗

漁具等に対する注意

事故の発生状況

①漁具⽤のブイは統⼀したものがない。
②夜間照明のあるブイは少ない。
③波があるとブイは発⾒しづらい。
④ロープなどで固定した漁具もあるので、
 みだりに近付かない。
⑤海だけではなく湖や川にも漁業権が
 設定されているところがある。

２.事故原因
①「衝突」の原因として最も多いものは、「⾒張り不⼗分  (ボート) 」「操船不適切 (⽔上オートバイ) 」である。
②「運航不能(機関故障)」の原因として最も多いものは、「       」である。
③「乗揚」の原因として多いものは、「⽔域調査不⼗分」「船位不確認」である。
④「転覆」の原因として多いものは、「気象・海象不注意」「操船不適切」である。

発航前点検不⼗分
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船長の役割と責任

①運航にリーダーシップを持ち、同乗者に適切な役割分担役割分担を決めておくこと。
②有資格者が複数乗り組む場合は、誰が船長なのか出航前に決めておかなければならない。

①海難事故や関係法令に違反した場合は、刑事的、民事的責任を負い、また行政処分の対象になる。
②同乗者が操縦中に起こした事故については、船長が責任を負う船長が責任を負うことになる。

１.船長

２.責任

安全な航海をするための船長の心得
１.気象情報

２.航海計画

①市外局番＋１７７１７７で気象庁予報部の天気予報を確認しておく。
②観天望気を行うこと。(現地で雲行きなどを観察し、気象を判断する)

①海図やヨット・モーターボート用参考図ヨット・モーターボート用参考図などで航行予定水域を調べておく。
②航海計画に基づいた行動予定、乗員、帰港予定時間行動予定、乗員、帰港予定時間をマリーナや家族に知らせておく。

３.発航前点検
①航行区域に適した法定備品法定備品が搭載されているか。
②燃料は予備予備も含めて十分に積載してあるか。
③ドレンプラグドレンプラグ(船底栓)は閉め忘れていないか。
④携帯電話などの非常時の連絡手段はあるか。
⑤船体やエンジンの点検は前の航海が順調であっても必ず行うこと。
⑥甲板の排水口排水口(スカッパー)は開いているか。

４.同乗者
①救命胴衣を着用させ、片舷(片側)のみに片寄って乗せないこと。
③短時間の航海でも定員を厳守定員を厳守すること。

事故が起きた時の対応
１.救命設備

２.救助依頼

３.保険

①信号紅炎信号紅炎・・赤色の炎赤色の炎を発する手持ちの遭難信号。
②発煙浮信号・・オレンジ色の煙を発する自船の位置を知らせる信号。
③自己発煙信号・・オレンジ色の煙を発する。救命浮環に連結して使用する。
④火せん・・赤色の星火、ロケット花火のように打ち上げて自船の位置を知らせる信号。
⑤自己点火灯・・光を発する目印。救命浮環に連結して使用する。

しんごうこうえん

①海上では海上保安庁海上保安庁に通報する。（１１８１１８）
②内陸の湖川湖川では警察警察に通報する。

プレジャーボート(水上オートバイを含む)の保険は任意保険任意保険になる。（強制賠償保険はない）

シーマンシップと海のマナー
１.国際信号旗 ①Ａ旗Ａ旗・・潜水作業、潜水漁業潜水作業、潜水漁業　②Ｂ旗Ｂ旗・・危険物運搬船危険物運搬船

①海水浴場、漁具、漁をしている船、工事区域などには近づかないように。
②半滑走(ハンプ)状態半滑走(ハンプ)状態のほうが、滑走状態より引き波が大きくなるので注意すること。
③早朝や深夜など不必要にエンジンをかけないこと。
④ゴミは持ち帰り、駐車場や揚げ降ろしの際に、周辺に迷惑をかけないこと。

２.マナー
Ａ旗 Ｂ旗

白 青 赤

低速半滑走滑走

スカッパー

ドレン(ボトム)プラグ

①海難事故が発生した際に、事故の原因を究明、その再発防止を目的とした法律
②「戒告」「業務停止」「免許の取り消し」の処分がある。

３.海難審判法

P27 参照

P27 参照

P9参照

P9参照
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検査済

日本小型船舶検査気候
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①追い越す船が必ず避ける追い越す船が必ず避けること。（各種船舶間の優先順位は適用されない。）
②追い越される船は針路、速力を変えない追い越される船は針路、速力を変えないこと。
③追い越す船は十分な安全な距離を保って追い越すこと。

6

①追い越す船が必ず避ける追い越す船が必ず避けること。（各種船舶間の優先順位は適用されない。）
②追い越される船は針路、速力を変えない追い越される船は針路、速力を変えないこと。
③追い越す船は十分な安全な距離を保って追い越すこと。

6

①追い越す船が必ず避ける追い越す船が必ず避けること。（各種船舶間の優先順位は適用されない。）
②追い越される船は針路、速力を変えない追い越される船は針路、速力を変えないこと。
③追い越す船は十分な安全な距離を保って追い越すこと。



7

見張り・安全な速力・衝突のおそれ
１.見張り

視界視界・周囲の交通や海面状況周囲の交通や海面状況・自船の操縦性能自船の操縦性能・夜間の灯火・夜間の灯火等を判断して衝突を避けることができる速力で
航行すること。

船舶は航行中航行中(漂泊を含む)でも錨泊中錨泊中でも、あらゆる手段で常に見張りをすること。
(見渡す・双眼鏡を使用する・窓を開けて音を聞く・レーダーを使用する・・・)

びょうはく

２.安全な速力

３.衝突のおそれ
①接近してくる船舶の見える方向(コンパス方位コンパス方位)に大きな変化がない場合は、衝突するものと判断すること。
   （判断できない場合は衝突のおそれがあると判断する。）
②コンパス方位に変化があっても、相手船が曳航作業船曳航作業船(他船を曳いている船)や大型船の場合は、
    衝突しないと判断しないこと。
③他船との衝突のおそれがあるかどうかを確かめられない場合は、衝突するおそれがあると判断する。

１.狭い水道等の航法

２.視界制限状態の航法

①安全なら、できる限り右側端右側端を航行すること。
②長さ２０メートル未満長さ２０メートル未満の船舶は狭い水道の内側
　(深い部分)でなければ航行できない船舶の通航を妨げないこと。
③航行中の動力船は、狭い水道等において帆船の進路を避けなければならない。
④航行中の船舶は、狭い水道等において漁ろうに従事している船舶の進路を避けなければならない。
⑤やむをえない場合以外、錨泊してはならない錨泊してはならない。
⑥見通しのきかないところ（湾曲部）にさしかかった場合は長音１回長音１回の汽笛信号を鳴らす。
    その信号を聞いた船舶は、同じ長音１回長音１回の汽笛信号を返すこと。

①見張りを厳重にし、法定灯火法定灯火を表示する。
②いつでも機関を操作できるようにしておく。（機関を停止しない）
③定められた霧中信号を鳴らす。（操船信号操船信号を鳴らしてはならない）
④他船の霧中信号を聴いた場合は、減速、停止できるようにする。
⑤他船の存在をレーダーのみで探知レーダーのみで探知し、衝突を避ける動作をとる場合、他船が自船の正横（真横）より前方
    にいるときは、針路を左左に転じない。また後方にいるときは、その方向に転舵してはならない。

ひょうはく

ひ

ボー ボー

衝突のおそれがある 衝突のおそれがない

相手船が曳航作業船や
大型船の場合は、衝突
しないと判断しないこと

！

狭水道・視界制限状態

深い 浅い 岸

P９参照

てんだ

P８参照

各種船舶間の航法（優先順位）

故障

４．動力船動力船１．運転不自由船運転不自由船・操縦性能制限船操縦性能制限船 ２．漁労漁労に従事する船舶に従事する船舶 ３．帆船帆船

優先 避航

①操縦性能の優る船舶が、操縦性能が劣る船舶を避航すること。
②追い越し船追い越し船には適用されない。

４.切迫した危険のある特殊な状況
①切迫した危険のある特殊な状況にならないように注意すること。
②特殊な状況になってしまった場合、危険を避けるために海上衝突予防法で定められた航法を逸脱してもよい。
③特殊な状況下であっても必要とされる注意を怠ってはならない。(船員の常務、船長/船舶所有者の責任)
④港則法、海上交通安全法にもこの規定が準用される。



トロール漁法 トロール以外の漁法
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適用海域と航路
１.東京湾 ①浦賀水道航路（全区間速力制限・横断出入り制限）②中ノ瀬航路（全区間速力制限）

うらが

２.伊勢湾
３.瀬戸内海

いらご

うこう

航路の航法

特定海域での交通方法・・海上交通安全法
船舶交通のふくそうする海域における特別の交通方法を定め、船舶交通の安全を図る目的の特別法。
海上衝突予防法に優先海上衝突予防法に優先する。( 特に規定のないものは海上衝突予防法が適用される）

①伊良湖水道航路（全区間速力制限）
①明石海峡航路②宇高東航路③宇高西航路④水島航路（全区間速力制限）
⑤備讃瀬戸東航路（横断出入り制限）⑥備讃瀬戸北航路⑦備讃瀬戸南航路
⑧来島海峡航路（横断出入り制限）

びさんせと

くるしま

瀬戸内海
伊勢湾
東京湾

灯火・形象物

湖川・特定水域での交通方法・・都道府県条例等

4040

①長さ５０メートル以上長さ５０メートル以上の船舶が航行する
②航路内優先
③人命救助や海難事故などを除いて、投錨禁止投錨禁止。
④他船を追い越すときは汽笛信号を鳴らす。（追い越し禁止はない追い越し禁止はない)
⑤航路内の巨大船(長さ２００メートル以上)が最優先
⑥航路内では１２ノット１２ノットを超えない速力で航行しなければならない航路がある。
⑦航路を横断する船舶は航路に対して直角直角に近い角度ですみやかに横断する。
　（航路に沿って航行中の船舶がその航路に交差する別の航路を横断する場合は適用しない）
⑧航路の出入りや横断が制限されている航路がある。

１.灯火

２.形象物

①巨大船 ②進路警戒船 ③緊急用務船

黒色円筒形２個 紅白の吹流し 紅色円錐形

毎分 180 ～ 200 回の
緑色閃光

毎分 120 ～ 140 回の
緑色閃光

毎分 180 ～ 200 回の
紅色閃光

巨大船・・長さ２００ｍ以上

動力船・帆船 漁労船・動力船・帆船漁労船

航路

動力船通航禁止 船舶等通航禁止 回転禁止 係留禁止
追い越し・
行き会い禁止

追い越し禁止 喫水制限 上空制限 幅員制限

引き波禁止 水上オートバイ
通航方法制限

水上オートバイ
通航禁止

離岸距離制限 水上オートバイ
通航可

動力船通航可 船舶等通航可 回転可 係留可

１.特定水域での交通ルール
①湖や川でも海上衝突予防法や港則法の適用範囲では、これらのルールを遵守すること。
②適用範囲外でも、都道府県条例や国土交通省の河川法などのルールがあるので注意すること。
③水上オートバイ安全講習受講の義務付け、航行時間・水域・騒音規制、遊泳者保護等がある。
④条例の取締りは都道府県警察警察が行う。条例にも罰金罰金刑、懲役懲役刑がある。
２.河川法通航標識

航路

進入禁止

進入可



操縦の基本



風



風





航海計器
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１.磁気コンパス
①磁石の性質を利用した磁気に反応し、船の針路や物標の方位を知る航海計器。
②地磁気以外の磁気の影響を受けないように、鉄器類や磁気を発生するものをそばに置かない。
③なるべく、直射日光や波しぶきのかからないところに設置すること。

２.偏差(バリエーション　Ver.)

３.自差(デヴィエーション　Dev.)

N
0

NWNE
33030

60 300 N

NW NE

S

W

E

SE
SW

0°

31
5°

27
0°

22
5°

180°

135°

90°

45°

北

北東

東

南東

南

南西

西

北西

地軸 ( 自転の中心 )

真北真北
磁北磁北

偏差偏差

磁気コンパス

①磁気コンパスは自転の中心(真北真北)ではなく、磁極(磁北磁北)を指している。従って磁気コンパスが指す磁北と真北
　には、角度の差がある。これを偏差偏差と呼ぶ。真北より西側を指せば偏西偏差、東側を指せば偏東偏差という。
②偏差は磁気コンパスで測定する場所によって変化する。日本近海では５°～８°５°～８°の偏西偏差西偏差である。(WW)
③磁北は移動するので、偏差は年によっても変化する。(年差)

①磁気コンパスは船内にある磁力を持つ鉄器類などの影響を受けると、正確に磁北を指さない。
　磁北より西側を指せば偏西自差、東側を指せば偏東自差という。
②船体が鉄製であれば、船首方位が変わることにより自差は変化し、また、磁気コンパスの位置や鉄器類の
　位置が変われば、自差は変化する。

５.コンパス誤差(コンパスエラー)
①偏差と自差を合わせたものをコンパス誤差という。
②磁気コンパスで読み取った方位に自差、偏差を改正したものが正確な方位（真方位）となる。

４.コンパス図(コンパスローズ)
①海図上に真北真北を基点とした方位目盛（真方位目盛真方位目盛）と磁北磁北を基点とした方位目盛（磁針方位目盛磁針方位目盛）が記載
　されてある。これをコンパス図という。（海図は真北を真上にして作図されている）
②コンパス図上に、その地点での偏差偏差、測定年、年差が記載されてある。

（例）船内コンパスにより、物標 Aを 078°に測定した。このときの船首方向への自差が４°Ｅ、偏差が６°W
　　であれば、物標 Aの真方位は何度になるか。

磁針方位 078°の目盛

船内コンパスが指している 078°の方位
（磁針方位より 4°東を指している）

従って、コンパス方位を磁針方位
に修正すると 078°＋4°＝082°

偏差が西に 6°

従って、磁針方位を真方位
に修正すると 082°―6°＝076°

磁針方位目盛

答え　076°

0 ＥW Ｅの補正は＋Wの補正は―

※真方位からコンパス方位
　を求める場合はWは＋、
　Ｅは―で補正する

しんぼく じほく

じしんほうい



６.GPS (グローバル・ポジショニング・システム:全地球測位システム )
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①GPS衛星から電波信号をGPS受信機で受け取り、ほぼ正確な現在地情報を得るシステム。
②画⾯に緯度、経度の数値のみが表⽰されるものと、海岸線やその船の航跡が表⽰されるものがある。
③画⾯上に現在地が表⽰されるものであっても、障害物や⽔深等の情報がないため、必ず海図を併⽤する。
④機器と海図の測地系を統⼀すること（現在は世界測地系）

沿岸航法
１.針路と進路
①針路・・正船⾸⽅向（船内の磁気コンパスが指している⽅向）
②進路・・⾵潮流の影響を受けた実際進んでいる⽅向。

２.距離と速⼒
①緯度・・その地点における天頂の⽅向と⾚道⾯とのなす⾓度
     ⾚道を０°として南北に90°（北緯・南緯）
②経度・・その地点と北極・南極を通る⼤円と、グリニッジを通る⼤円とのなす⾓度
     ロンドン グリニッジを０°として東⻄に180°（東経・⻄経）
③１海⾥・・緯度１分（１度の60分の１の⾓度）分の距離、約1,852ｍ（マイル・NM）
④１ノット（knot）・・時速１海⾥（約1.852ｋｍ/ｈまたは約0.5m/s）
※速⼒（ノット）×所要時間（ｈ）＝航⾏距離（海⾥）
※⽔⾯に流れがあると、対⽔速⼒（⽔⾯上の移動速度）と対地速⼒（陸地の2点間の
 移動速度）は⼀致しない。

７.簡便な⽅位測定法（アナログ時計を使⽤した⽅位の求め⽅）
北半球では、腕時計の短針を太陽に向けて、
その短針と12時の中間⽅向が、ほぼ南となる。

1

2

3

4

5
6

7

8

9

10

11
12

南
太陽

針路

⾵航跡

進路

⾵

100°

90°
80°

（予定針路）

（実際に航⾏した進路）

（修正針路）

３.船位測定

グリニッジ

東経⻄経

北緯

南緯

⾚道

緯度線経
度

線

海図

①距離の測り⽅・・ディバイダの両針を２地点間にあわせ、その間隔を真横の緯度尺にあて、⽬盛を読み取る。
②船位の求め⽅・・２本以上の⽅位線または、重視線を海図に作図し、その交点を船位とする。（クロス⽅位法）

緯
度

尺

緯
度

尺

経度尺

経度尺

1分

1分

1分

重
視

線

⽅
位

線
⽅

位
線

ディバイダ

ディバイダ

35ﾟ-13.0'Ｎ、139ﾟ-43.0'Ｅ

７.その他の航海計器
①レーダー・・5KW未満の⼩出⼒のものは無線従事者免許は不要でも無線局の開局⼿続きは必要。
②AIS・・VHF帯電波を利⽤して船舶の位置や動静を表⽰する。レーダーやGPSプロッターにも表⽰可能



航路標識
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４.灯台
①島、岬、港の入口など、航海上の要所を示し、夜間の目標となる構造物が灯台である。
②日没から日の出まで点灯し、視界制限状態では昼間でも点灯する。
③海図には光り方、色等が略記号で記載されている。
５.灯略記と意味

ふどうこう

たんせんこう

たんめいあんこう

とうめいあんこう

ふどうごこう

Ｆ

Ｆl

Ｏｃ

Ｉｓｏ

Ａl

周期

周期

周期

周期

一定の光度を持続し暗間のないもの（つきっぱなしつきっぱなし）

１周期内にひとつの明間を持つ閃光（明間より暗間が長い暗間が長い）

１周期内にひとつの明間を持つ明暗光（暗間より明間が長い明間が長い）

一定の光度を持つ光を一定の間隔で発する（明間と暗間が同じ明間と暗間が同じ）

暗間のない互光（異色の光を交互に発する交互に発する）

周期Ｆl(2) 周期Ｏｃ（2）

Ｉｓｏ（ ）Ｇ（ ）４ｓ（ ）25ｍ（ ）８Ｍ（ ）

１.浮標識

浅瀬浅瀬 浅瀬

浅瀬

工事

水源

海口

右舷標識

航路の左端航路の左端、
入港するとき
左に見る。

左舷標識

航路の右端航路の右端、
入港するとき
右に見る。

安全水域標識

航路の中央航路の中央。
周辺が可航水域。

周囲に浅瀬、周囲に浅瀬、
障害物がある障害物がある。

工事区域工事区域、海洋
観測所がある。

孤立障害標識

特殊標識

北方位標識
標識の北側が安全標識の北側が安全
に航行できる。
標識の北側に航路の
出入口、屈曲点、分岐点
または合流点がある。

南方位標識
標識の標識の南側が安全側が安全
に航行できる。
標識の南側に航路の
出入口、屈曲点、分岐点
または合流点がある。

西方位標識

東方位標識
標識の標識の東側が安全側が安全
に航行できる。
標識の東側に航路の
出入口、屈曲点、分岐点
または合流点がある。

標識の標識の西側が安全側が安全
に航行できる。
標識の西側に航路の
出入口、屈曲点、分岐点
または合流点がある。

※平均水面から 5ｍの高さで見て

２.浮標と立標

３.導標

立標 浮標

夜間、灯光を
発するものを
灯標という

夜間、灯光を
発するものを
灯浮標という

夜間、灯光を発するものを導灯という

海底に係止

浅瀬
浅瀬

重視
線

導標

２基以上を１対

こりつしょうがい きたほうい

みなみほうい

ひがしほうい

にしほうい

ふひょうしき

ぐんせんこう ぐんめいあんこう

Iso G 4s 25m 8M

出港出港するとき、
標識の右側右側が
浅瀬、障害物

入港入港するとき、
標識の右側右側が
浅瀬、障害物





バウアイ
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ロープの取り扱い
１.取り扱い
①ロープを切断した後は、端末がほつれてこないように、端止め端止めをしておく。
②ロープを使用しない場合は、邪魔にならないようにコイルして（巻いて）おく。
③ロープが船体や岸壁等に擦れる部分には当て布などを施して保護する。（擦れ止め）
④ロープはねじれて形くずれ(キンク)すると強度が低下する。

２.ロープワーク（結索⽅法）
①⽌め結び (オーバーハンドノット)

１.船体

３.機関

②８の字結び (フィギュアオブエイトノット)

⑩巻き結び (クラブヒッチ)

④もやい結び (ボーラインノット) ⑤いかり結び (フィッシャーマンズベント) ⑥クリート⽌め (クリートヒッチ)

⑦ひとえつなぎ (シートベンド) ⑧ふたえつなぎ (ダブルシートベンド) ⑨本結び (リーフノット)

リング等に結ぶときに使う アンカーロープの結索⽅法 クリートへの結索⽅法

ほつれ⽌め、抜け⽌め等に使う ロープの抜け⽌め等に使う

ビットやくい等への結索⽅法

ロープとロープをつなぐ 太さの違うロープをつなぐ 同じ太さのロープをつなぐ

発航前の点検

２.装備品

①排⽔⼝(スカッパー)が開いていること。
②換気⼝(ベンチレーター)が開いていること。
③ボトムプラグが閉じていること。
④重量物が低い位置で固定されていること。（船体が安定していること）

①消⽕器や信号紅炎の使⽤期限が切れていないこと。（平⽔区域でも搭載義務がある）
②⼀般備品（レンチ、プライヤー、ドライバー）や点⽕プラグ等、応急修理⽤具が搭載されているか。
③ライフブイ（救命浮環）がすぐに投下できる状態で保管してあるか。（縛ってはいけない）

①エンジンオイルの量と質（エンジンを停⽌した状態で⾏うこと）
②燃料の残量と燃料コックが開いていること。
③燃料タンクの通気⼝(エアベントスクリュー)が開いていること。
④燃料フィルターに⽔分や異物が混⼊していないこと。
⑤冷却⽔取⼊⼝がゴミなどで詰まっていないこと。
⑥冷却⽔循環ポンプや発電機を駆動するＶベルトが緩んだり、損傷がないか。
⑦冷却⽤クーラントがリザーブタンク内に規定量あるか。
⑧冷却海⽔フィルター（エレメント）がゴミなどで詰まっていないこと。
 （掃除はキングストンバルブを閉めてから⾏わないと、海⽔が船内に流⼊する）
⑨点⽕プラグが固く締まっているか。ハイテンションコードが外れたり、ひび割れてはいないか。
 （爆発事故を起こすおそれがある）

P22参照

④〜⑩は実技講習で実習します。

杭などに結ぶとひと結び
(ハーフヒッチ)になる

③ふた結び (ツーハーフヒッチ)
リング等に結ぶときに使う

けっさく
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天気の基礎知識
１.天気図の見方
①気温が上がる気温が上がると空気は膨張して軽くなり気圧は下がる気圧は下がる。
②気温が下がる気温が下がると空気は収縮して重くなり気圧は上がる気圧は上がる。
③気圧の単位・・ヘクトパスカル（ｈｐa）１気圧＝1,013hpa

①気圧の高い方から低い方へ高い方から低い方へ風が吹く。
②風速は１秒間に空気が移動する距離をメートル/秒(ｍ/ｓ)またはノットで表す。(１ノットは約0.5ｍ/ｓ)
③風速は10分間の平均10分間の平均値で発表される。また、瞬間最大風速も発表される場合がある。
④風力は０～12０～12の13階級で表す。小型船の適応風力は一般に風力３風力３(風速3～5ｍ/ｓ)と言われる。
⑤北から北から吹く風を北風北風という。
⑥天気図の等圧線の間隔が狭い等圧線の間隔が狭いほど風は強い風は強い。
⑦夏は弱い南東南東風、冬は強い北西北西風が吹く。

北東の風・風力３・くもり

①寒気と暖気との接触面が地表地表と交わるところを前線という。
②寒冷前線寒冷前線・・積乱雲積乱雲(入道雲)が発生する。突風突風・雷雨雷雨などの荒れた気象になる。
　　　　　　通過後、気温は低下し、風向が南寄りから北および西寄りに変化する。
③温暖前線温暖前線・・厚い層状の雲がおおい、しとしと雨しとしと雨を降らせる、通過後、気温は上昇する。
④停滞前線・・寒気と暖気が釣り合って、動かない前線(梅雨前線など)。
⑤閉塞前線・・寒冷前線が温暖前線に追いついた状態。

５.海陸風

海風 陸風

温暖前線 寒冷前線

停滞前線 閉塞前線

高気圧 低気圧風が強い風が強い

風が弱い

２.風

３.高気圧・低気圧
①高気圧高気圧・・周囲より気圧が高いところ。気圧が高いところ。
　　　　　北半球では右回り右回りの下降気流下降気流が生じる。一般に天気は良い。

４.前線

高気圧

①よく晴れた夏の海岸地方で生じる。
②昼昼間は海から陸へ海から陸へ風が吹く。
③夜夜間は陸から海へ陸から海へ風が吹く。沖に行くほど風は強い。
④朝と夕に海と陸との気温差が無くなると、風はやむ。
　これを朝凪、夕凪と呼ぶ。

あさなぎ ゆうなぎ

６.波

②低気圧低気圧・・周囲より気圧が低いところ。気圧が低いところ。
　　　　　北半球では左回り左回りの上昇気流上昇気流が生じる。雲を発生させる。 低気圧

Ｌ

北寄りの風

南寄りの風

突風が吹きやすい

①北から北から来る波を北北の波の波という。
②風浪・・・・その場所に吹く風で発生した波
③うねり・・・発生地点から伝わってきた波、夏の土用波など。
④磯波・・・・風浪やうねりが沿岸の浅瀬で盛り上がった波、崩れ波になって危険。
⑤三角波・・・・方向の違う波がぶつかってできる波。不規則な波で危険。

７.気象情報・観天望気
①テレビ、ラジオ、新聞、インターネット、電話（１７７１７７）、気象通報等
②日本の天気は上空の偏西風偏西風の影響で西西から東へ変化する。
③西西の空に積乱雲積乱雲や稲光稲光を発見した場合、寒冷前線がこちらへ接近してくる兆候なので、突風突風に注意する。
　このように空模様から天気を判断することを観天望気という。

かんてんぼうき
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